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長期使用製品安全表示制度長期使用製品安全表示制度長期使用製品安全表示制度について

長期使用製品安全表示制度とは、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程
度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

● 本体への表示内容について ●

＜ご注意してください＞
使用頻度、使用環境、設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用など本来の目的以外の方法
で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火、ケガなどの
事故に至るおそれがあります。

本体に表示しています。
右記の　　　　部を確認してください。

● 設計上の標準使用期間について ●

● 表示位置について ●

【製造年】2014年
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用さ
れますと、経年劣化による発火、けが
等の事故に至るおそれがあります。

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起す
るために、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体
に表示しています。
なお、電気用品安全法施行前の機器についても自主的に当該表
示を本体に行っています。
※表示シールの【製造年】の年数については、随時更新されます。

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が
行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、
製品ごとに設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意してください。（無料修
理保証期間は保証書を参照願います）

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞
本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。
１）始期・・・製造年
２）終期・・・日本電機工業会自主基準 HD-116-4に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試

験などを行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を
確認した時期

項　目 条　件
20℃・65％

AC100V・50/60Hz
標準設置
定格負荷

2,410時間/年

1. 温度・湿度
2. 電源電圧・周波数
3. 設置条件
4. 負荷条件
5. １年の使用時間

■使用条件

　表示位置
（フードの左側）




